
NBA 公認審判員資格３級への特別移行申請手続 要項 

 

秋田県バドミントン協会  

審  判  委  員  会  

 

(公財)日本バドミントン協会「公認審判員資格登録規程」第１５条に基づき、

準３級審判員資格をもつ満１８歳未満の者が、満１８歳になる年度内に各都道

府県協会が一括申請の手続きを完了すれば、改めて検定試験を受けることなく

３級資格を取得でき、資格登録料も免除される「３級への特別移行」の手続き

について、次のように定める。 

 

１ 申請に必要な手続 

（１） 次の書類を提出してください。 

 ①「秋田県バドミントン協会登録情報確認シート」 

 ②「公認審判員資格３級特別移行申請書」 

 ③「秋田県バドミントン協会審判委員会アンケート」 

 

（２）次の通り費用を納入してください。 

  ３級（令和２年度から３年分）：６，７００円 

  日バ申請料：２，２００円、県協会審判資格登録料：４，５００円を含む 

 

２ 書類提出方法 

郵便等を利用してください。 

【送付先】 〒０１９－１７０１ 大仙市神宮寺字本郷野１３５－３ 

佐藤 真弓 宛 

 

３ 費用納入方法 

（１）銀行振込の場合 

【振込先】北都銀行 山王支店（普）８１０２２５５ 

＜協会事務局の口座と違います＞ 

秋田県バドミントン協会 審判委員会 

※振込手数料が必要な場合は、申請者が負担してください。 

（２）現金書留・郵便振替の場合 

上記３の【送付先】へ送付してください。 

 

４ その他 

関係書類提出・費用納入は、令和２年１月３１日（金）までに完了して

ください。 


